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○ 草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理審議会委員選挙の立候補者の住

所・氏名の公告（八潮新都市建設事務所） 

○ 草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理審議会委員選挙の投票を行わな

い旨の公告（八潮新都市建設事務所） 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
六
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社

W
in

T
ic

k
e
t 

東
京
都
渋
谷
区
宇
田
川
町
四
十
番
一
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
四
年
四
月
一
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
七
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
チ
ャ
リ
・
ロ
ト 

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
一
丁
目
十
四
番
十
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
四
年
四
月
一
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
八
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
ケ
イ
ド
リ
ー
ム
ス 

東
京
都
品
川
区
北
品
川
一
丁
目
二
十
番
九
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
四
年
四
月
一
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
九
号 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
事

務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

オ
ッ
ズ
・
パ
ー
ク
株
式
会
社 

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番
一
号 

二 

委
託
契
約
締
結
日 

令
和
四
年
四
月
一
日 

三 

委
託
期
間 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
九
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る

奥
橋
立
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

名
称 

 
 

奥
橋
立
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
三
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
一
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る
鷲

宮
神
社
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

名
称 

 
 

鷲
宮
神
社
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
二
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る

玉
川
村
川
の
広
場
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

名
称 

 
 

玉
川
村
川
の
広
場
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
四
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
三
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
二
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る

横
瀬
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

名
称 

 
 

横
瀬
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
四
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
四
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
三
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
更
新
に
つ
い
て
）
に
係
る

仙
元
山
公
園
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

名
称 

 
 

仙
元
山
公
園
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
四
十
五
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

 

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
五
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

入
間
東
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
六
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

入
間
北
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
六
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
七
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

深
谷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
八
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

岡
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
九
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

櫛
挽
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
三
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

埼
葛
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
一
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

美
里
南
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
六
十
八
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
二
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

市
野
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
八
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
三
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

加
須
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
百
三
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
四
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

玉
川
東
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
百
三
十
七
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
五
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

秩
父
北
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
五
十
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
六
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

豊
里
運
動
公
園
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
七
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

北
川
辺
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
五
十
二
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
八
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

熊
谷
相
上
・
玉
作
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
） 

二 

区
域 

 
 

平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
四
号
で
告
示
し
た
区
域 

三 

存
続
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
無
期
限 

四 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
イ
ン
ズ
モ
ー
ル
大
利
根 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
琴
寄
字
堤
二
千
九
百
四
番
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 
土
屋
裕
雅 

 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 
外 

計
四
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

高
家
正
行 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

外 
計
六
者 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

土
屋
裕
雅 

 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

外 

計
四
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

高
家
正
行 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

外 

計
六
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
二
十
七
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
十
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
イ
ン
ズ
モ
ー
ル
大
利
根 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
琴
寄
字
堤
二
千
九
百
四
番
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
四
八
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
四
八
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

七
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

七
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

二
一
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

二
○
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
荷
さ
ば
き
施
設
①
②
④
⑤
⑥ 

午
前
七
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
③ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

 
 

 

（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
①
②
④ 

午
前
七
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
③ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
⑤ 

午
前
零
時
か
ら
午
前
七
時
ま
で 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
十
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 



 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 
意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

上
里
幹
線
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

櫻 

澤 
 

 

晃 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
植
竹
六
百
四
十
一
番
地
五 

 
 

同 
 

吉 

田 

信 

解 
 

同 
 

本
庄
市
本
庄
二
丁
目
四
番
八
号 

 
 

同 
 

山 

下 

博 

一 
 

同 
 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原
町
五
百
九
十
三
番
地
二 

 
 

同 
 

野 

中 

富 

男 
 

同 
 

本
庄
市
杉
山
二
十
九
番
地 

 
 

同 
 

須 

賀 

淳 

吉 
 

同 
 

同 
 

沼
和
田
七
百
五
十
一
番
地 

 
 

同 
 

中 

野 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

久
々
宇
百
六
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

井 

上 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

仁
手
三
百
二
十
二
番
地
一 

 
 

同 
 

久 

保 
 

 

勉 
 

同 
 

同 
 

小
島
二
丁
目
一
番
十
九
号 

 
 

同 
 

粂 

原 

達 

也 
 

同 
 

同 
 

堀
田
九
百
三
十
六
番
地 

 
 

同 
 

高 

栁 

博 

明 
 

同 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
植
竹
千
二
百
六
十
六
番
地 

 
 

同 
 

木 

村 
 

 

豊 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
里
六
百
二
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

荒 

井 

干 

城 
 

同 
 

同 
 

上
里
町
大
字
勅
使
河
原
九
十
八
番
地 

 
 

同 
 

松 

本 

勝 

房 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

藤
木
戸
五
百
五
十
五
番
地 

 
 

同 
 

木 

村 

信 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

堤
千
六
番
地 

 
 

同 
 

中 

里 
 

 

実 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

金
久
保
千
二
百
五
十
八
番
地 

 
 

同 
 

関 

本 
 

 

勲 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

三
町
八
百
九
十
九
番
地 

 
 

同 
 

山 

下 
 

 

登 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

神
保
原
町
五
百
七
十
番
地 

 
 

同 
 

柴 

﨑 

久 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

七
本
木
百
七
十
八
番
地 

 
 

同 
 

中
久
木 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
御
堂
二
百
十
九
番
地 

 
 

同 
 

山 

口 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

忍
保
千
二
百
八
十
六
番
地 

 
 

監
事 

黒 

澤 

利 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

嘉
美
三
百
六
十
五
番
地
一 

 
 

同 
 

秋 

山 

岩 

男 
 

同 
 

同 
 

神
川
町
大
字
肥
土
四
百
六
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

岡 

芹 
 

 

博 
 

同 
 

本
庄
市
今
井
七
百
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 



 
 

理
事 

吉 

田 

信 

解 
 

埼
玉
県
本
庄
市
本
庄
二
丁
目
四
番
八
号 

 
 

同 
 

山 

下 

博 

一 
 

同 
 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原
町
五
百
九
十
三
番
地
二 

 
 

同 
 

野 

中 

富 

男 
 

同 
 

本
庄
市
杉
山
二
十
九
番
地 

 
 

同 
 

須 

賀 

淳 

吉 
 

同 
 

同 
 

沼
和
田
七
百
五
十
一
番
地 

 
 

同 
 

高 

橋 
 

 

武 
 

同 
 

同 
 

久
々
宇
百
六
十
番
地
一 

 
 

同 
 

関 
根 

 
 

勇 
 

同 
 

同 
 

傍
示
堂
四
百
五
十
四
番
地 

 
 

同 
 

宮 

﨑 
実 

夫 
 

同 
 

同 
 

堀
田
九
百
二
十
八
番
地 

 
 

同 
 

新 

井 

富 
夫 

 

同 
 

同 
 

児
玉
町
上
真
下
四
百
四
十
二
番
地 

 
 

同 
 

松 

本 

裕 

之 
 

同 
 

児
玉
郡
神
川
町
大
字
八
日
市
二
百
二
十
六
番
地
三
十 

 
 

同 
 

木 

村 
 

 

豊 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

新
里
六
百
二
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

荒 

井 

干 

城 
 

同 
 

同 
 

上
里
町
大
字
勅
使
河
原
九
十
八
番
地 

 
 

同 
 

松 

本 

勝 

房 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

藤
木
戸
五
百
五
十
五
番
地 

 
 

同 
 

根 

岸 

正 

己 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

神
保
原
町
二
千
十
一
番
地 

 
 

同 
 

小 

沼 

満 

明 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

七
本
木
二
百
三
十
五
番
地 

 
 

同 
 

坂 

本 
 

 

均 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
大
御
堂
百
三
十
三
番
地 

 
 

同 
 

木 

村 

信 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
堤
千
六
番
地 

 
 

同 
 

中 

里 
 

 

実 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

金
久
保
千
二
百
五
十
八
番
地 

 
 

同 
 

松 

下 

髙 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

八
町
河
原
二
千
五
百
七
十
三
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
二 

 
 

同 
 

関 

本 
 

 

勲 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

三
町
八
百
九
十
九
番
地 

 
 

監
事 

黒 

澤 

利 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

嘉
美
三
百
六
十
五
番
地
一 

 
 

同 
 

高 

栁 

博 

明 
 

同 
 

同 
 

神
川
町
大
字
植
竹
千
二
百
六
十
六
番
地 

 
 

同 
 

岡 

芹 
 

 

博 
 

同 
 

本
庄
市
今
井
七
百
番
地 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
二
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
八
―
五
六
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
滝
馬
室
字
下
閭
五
百
八
十
七
―
一
外
十
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
百
十
九
・
八
二
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
三
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
〇
―
四
四
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
砂
山
字
下
宿
二
十
二
外 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
百
三
十
七
・
一
二
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
四
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一
―
一
四
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
嘉
美
字
立
野
南
千
三
百
五
十
三
番
一
、
千
五
百
三
十
番
二
、
千

五
百
三
十
番
三 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
八
百
三
・
八
二
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
五
号 

 
令
和
四
年
十
一
月
六
日
に
行
う
草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
選
挙
に
つ
い
て
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
第

二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

宅
地
の
所
有
者
の
う
ち
か
ら
選
挙
さ
れ
る
委
員
の
候
補
者 

 

二 

宅
地
に
つ
い
て
借
地
権
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
選
挙
さ
れ
る
委
員
の
候
補
者 

 
 

候
補
者
な
し 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
浮
塚
四
百
二
十
六
番
地 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
五
百
七
十
四
番
地
二 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
三
百
七
十
三
番
地 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
三
百
四
十
八
番
地 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
垳
四
百
五
十
五
番
地 

埼
玉
県
八
潮
市
八
潮
六
丁
目
六
番
地
八 

埼
玉
県
八
潮
市
八
潮
七
丁
目
三
十
五
番
地
十
五 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
二
百
二
十
二
番
地 

埼
玉
県
八
潮
市
八
潮
七
丁
目
十
九
番
地
十
二 

秋
田
県
秋
田
市
寺
内
油
田
二
丁
目
十
一
番
十
三
号
プ
ラ
ム 

ビ
レ
ッ
チ
二
〇
一 

 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
浮
塚
百
七
十
六
番
地
十 

住 
 

所 

星
野 

正
敏 

三
ケ
島 

義
雄 

関
根 

延
行 

昼
間 

竹
雄 

小
澤 

榮
三 

大
山 

順
一 

小
倉 

孝
義 

近
藤 
智
幸 

小
倉 

幸
男 

京
極 

利
美 

家
中 

富
雄 

氏 
 

名 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
六
号 

 
令
和
四
年
十
一
月
六
日
に
行
う
草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
選
挙
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
っ
た
候
補
者
の
数
が
選
挙
す
べ
き
委
員
の
数
を
超

え
な
い
の
で
、
同
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
投
票
を
行
わ
な
い
も
の
と
し
、
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
九
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

株
式
会
社
は
れ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

あ
い
ら
の
杜 

北
戸
田
駅
前 

株
式
会
社
は
れ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

あ
い
ら
の
杜 

川
口
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー
前 

株
式
会
社
は
れ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

あ
い
ら
の
杜 

埼
玉
与
野 

株
式
会
社
は
れ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

あ
い
ら
の
杜 

大
宮
南
中
野 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
千
五
百
二

十
五
番
地 

埼
玉
県
川
口
市
西
新
井
宿
四
百
三
十

八
番
地
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
円
阿
弥

二
丁
目
十
一
番
二
十
二
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
南

中
野
四
百
二
十
九
番
地
一 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

鴻
巣
市
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

た
ん
ぽ
ぽ
荘 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
鴻
巣
市
大
間
八
百
二
十
九
番

地 

所 
 

在 
 

地 
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